
領
で
飯
山
川
に
務
ム
で
か
。
抗
議
入
粁
許
。

シ
回
生
代
田

l
シ
ナ
Y
タ
代
問
。

シ
ロ
ピ
9
=
自
比
丘
尼

能
管
で
は
白
比
丘
尼

の
拙
ゑ
た
と
い
ふ
老
樹
が
佐
々
に
在
る
。
能
管
名
跡

志
に
、『
若
狭
の
白
比
丘
尼
の
溜
跡
前
々
に
在
。
。
是

は
伊
勢
凶
白
子
の
廓
の
産
な
る
に
よ
り
、
自
比
丘
尼

と
も
い
ひ
、
叉
八
百
比
丘
尼
と
も
い
へ
り
。
文
総
中

黒
部
庄
玉
絡
と
い
ふ
厨
の
径
と
も
い
へ

b
。
如
何
に

も
長
生
し
て
八
百
年
の
取
を
知
れ
り
。
何
れ
も
廻
凶

し
て
、
協
は
若
狭
閥
白
締
山
に
在
り
し
と
て
今
に
給

像
あ
り
。
手
に
絡
の
校
を
持
ち
て
あ
り
一
E
hH
。
叉
能

脅
凶
臥
京
都
縄
文
村
の
産
と
も
い
へ
り
。
』
と
見
え

る
。
こ
の
尼
の
こ
と
は
、
中
原
康
富
記
に
『
文
安
六

年
五
且
若
狭
白
比
丘
尼
上
格
』
、叉
臥
禁
日
刊
録
文
安

六
年
七
且
A
H

六
日
の
僚
に
、『
近
時
八
百
族
老
尼
若
州

よ
り
格
に
入
』
と
も
見
え
る
が
、
能
鷲
の
闘
す
る
所

で
な
い
。

シ
ロ
プ
シ
ン
ザ
ン
プ
ヤ
ク
妓
瞥
詩
三
分
役

』

フ
シ

y
ギ
y

曲
目
的
刷
銀
。

シ
ロ
マ
ル
白
丸

珠
洲
郡
木
郎
郷
に
邸
す
る
部

世
間
。
能
鴛
名
跡
芯
白
丸
村
の
僚
に
、『
を
か
た
と
い
う

て
古
き
百
姓
あ
り
。
叉
氏
耐
を
尻
高
の
宮
と
い
ふ
也
。

此
の
遊
に
て
尻
高
と
い
ふ
貝
の
大
な
る
が
、
』
役
時
八

月
期
日
祭
穏
に
あ
が
る
也
。
榊
前
に
仰
ふ
る
由
。
』
と

あ
る
。

シ
ロ
ξ

白
見

石
川
郡
湯
涌
郷
に
邸
す
る
宇都
古
川
。

シ
ロ

Z
ガ
ハ
白
見
川

石
川
郡
白
見
領
山
の
し

ゃ
う
だ
つ
と
い
ふ
所
よ
り
流
出
し
、
用
相
場
の
下
で
浅

野
川
に
入
る
。
統
襲
八
粁
許
。

シ
ロ

Z
ダ
Z

自
見
谷

石

川
郡
高
尾
山
の
西
北

な
る
渓
谷
で
、
そ
の
水
揚
商
を
経
て
浅
野
川
に
注

戸、。
シ
ロ
ヤ
マ

按
山

能
業
部
上
野
の
部
世
間
か
ら
南

シ
ロ
l
l
、γ
ン

方
に
在
っ
て
、
鳥
越
城
の
あ
っ
た
山
。
お
さ
三
二
一

米。
シ
ロ
ヨ
ネ
白
米

臨
辛
一
都
市
志
見
郷
に
臨
す
る

部
w
m
o
能
湾
総
に
、『
白
米
村
に
境
と
い
ふ
山
山
あ
り
。

是
は
音
臥
軍
部
四
庄
成
L
比
、
大
屋
と
符
野
と
の
庄

境
と
い
ひ
似
ふ
。
』
と
あ
る
が
‘
能
町
{
切
芯
微
に
は
、
こ

こ
に
い
ふ
四
庄
は
四
郷
の
棋
で
、
小
鹿
郷
と
符
野
郷

と
の
縫
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

シ
ロ
ヨ
ネ
ザ
カ
白
米
援
凶
京
都
白
米
の
う
ち

に
あ
り
、
同H
永
元
年
一
切
紀
に
、『
し
ろ
よ
ね
と
い
ふ

を
下
り
、
滋
を
行
。
坂
の
下
に
白
米
村
あ
り
。
』
と
あ

品川
，
，ィ

る
。
こ
の
白
米
坂
は
、
珠
洲
郡
の
白
米
坂
と
別
で
あ

る。

シ

ヲ

志

乎

J
シ
ヲ
ヂ
志
平
路
。

シ

ヲ

志

雄

m
m
咋
制
也
知
院
内
志
雄
庄
に
あ
る

部
議
。
大
永
六
年
十
月
一
宮
祉
税
晩
年
貰
米
銭
納
帳

に
、『
志
却
刑
制
喰
吉
川
町
屋
邑
担
分
』
と
し
、
父
志
郎
西

町
・
志
湖
東
町
と
も
見
え
る
が
、
亭
除
四
年
七
且
一

宮
惣
分
開
眼
に
は
主
干
と
山
口
い
て
、
阪
に
志
雄
を
後

悦
子
補
と
お
く

m絡
が
見
え
る
。
し
か
し
元
般
の
郷

村
名
義
抄
に
は
向
志
却
町
と
自
い
て
あ
る
。

シ
ヲ
イ
ヅ
モ
ジ
ン
ジ
ヤ
志
雄
出
雲
神
社

羽
咋

郡
子
捕
の
床
上
に
鎮
座
し
て
、
制
明
と
も
稽
し
、
貞

享
の
頃
は
山
伏
白
勝
院
、
後
に
明
祭
寺
之
に
奉
仕
し

た
。
或
は
式
内
志
乎
耐
枇
た
る
こ
と
を
主
践
し
た

が
、
そ
の
剥
れ
が
な
い
。

シ
ヲ
ゴ
エ
タ
ウ
ゲ
志
雄
越
峠

刑
制
咋
綿
子
浦
か

ら
越
中
氷
見
に
宇
一る
道
路
の
同
境
で
、
出
耐
政
時
代
に

巡
見
上
使
の
沼
地
し
た
臼
ヶ
制
越
と
い
ふ
も
之
に
同

刊
し
い
。シ

ヲ
ゴ
エ
ヤ
マ
志
雄
越
山

割
引
咋
却
に
闘
す
る
。

得
江
文
部
制
限
二
年

E
月
得
江
石
虫
丸
代
長
野
彦
一
由

郎
季
光
巾
草
山
岨
紋
に
、『
去
担
十
用
品
H

日
於
越
中
凶
凶

従
打
出
、
問
什
三
日
刊
H

燕
間
同
氷
見
刷
出
之
附
‘
期
切

石
王
丸
一
旅
容
所
側
志
雄
越
山

側
令
野
間
、
数
度
々

AHH
m
山
詑
。
』
と
あ
り
、
芯
雌
越
山
は
今
の
志
織
越
の
峠

で
あ
る
。

シ
ヲ
シ
ョ
ウ

志
雄
一
庄

羽
川
猟
に
在
っ
た
。
承

久
三
年
注
誕
の
能
慢
凶
聞
数
回
録
に
、司
志
雄
庄
、
車P

拾
町
、
久
安
二
年
立
然
紋
』
と
見
え
、
能
奇
凶
回
数

目
録
附
に
は
、『
芯
刻
庄
、
殺
し
和
名
抄
商
家
郷
の
峨

な
る
べ

L
。
』
と
あ
る
。
後
川
亦
円
山
知
院
内
芯
却
庄

が
あ
る
。

シ
ヲ
シ
ョ
ウ

志
雄
庄

羽
咋
加
に
回
し
、
訴
し

〈
は
也
知
院
内
志
雌
庄
と
い
ひ
、
務
政
時
代
で
は
、

政抽出
・曲川被
・針
山
・限
・荻
島
萩
谷
・萩
市
・子
浦
・迎

川
-新
宮
・下
石
・笛
時
…
・
海
老
坂
の

十
三
」
刊
を
合
ん

で
百
た
。

シ
ヲ
ジ
ン
ジ
ヤ
志
乎
神
社

羽
咋
郷
町
明
日
間
・
萩

谷
・政
抽
出
の
入
曾
地
に
叙
伍
す
る
。
式
内
等
部
枇
犯

に
、『
志
乎
榊
駐
。
式
内
一
座
。
志
雄
庄
芯
却
山
銀
座
。

祭
紳
且
穏
命
。
芯
却
一
庄
之
惣
社
。
今

mgm腿
取
明

訓
4

』
と
あ
る
。

シ
ヲ
/
士
山
雄
野
羽
咋
郡
子
捕
附
廷
か
ら
飯
山

訟
に
南
町
る
聞
で
、
古

へ
は
荒
野
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。

シ

ヲ

ヂ

志

乎
路
市
尚
務
集
十
七
大
伴
家
持
の
飲

に

『
之
乎
絡
可
良
多
太
古
嬰
久
破
委
設
久
比
能
海
云

々
』
と
あ
る
。
家
持
は
越
巾
の
同
府
か
ら
氷
見

へ
出

で
、
腕
認
志
雄
越
を
逝
っ
て
、
之
乎
即
ち
今
の
m
羽
咋

郡
子
舗
に
来
た
の
で
あ
る
が
、
笛
時
の
附
絡
は
必
ず

し
も
今
と
同
じ
〈
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
と
い
ふ
。

シ

ヲ

ホ

志
雄
保

羽
咋
部
に
在
っ
た
。
魚
久
三

年
並
進
の
能
膏
凶

m数
回
録
に
、
『地
削
阿
嗣
岡
本
大
一-一人

遺
志
雄
保
、
拾
武
町
驚
岡
山
肌
八
、
魚
久
元
年
京
努
紋
』

と
あ
り
、
相
博
江
文
相
官
制
服
一

一年
正
月
得
江
石
正
丸
代

長
野
彦
五
郎
季
光
巾
箪
忠
賦
に
は
、『
十
二
且
一
日
誌

来
石
王
丸
等
領
内
志
雄
保
之
問
云
々
』
と
も
見
え
る
。

諮
問
日
凶
悶
鍛
目
録
併
に
、『匁
多
制
批
正
長
元
年
文
部

に
、
志
却
庄
地
蹴
似
賂
話
四
郎
左
術
門
重
荷
と
あ
っ

て
、
廿
同
時
庄
と
保
と
部
び
虫
ち
し
な
り
。
=
一
州
志
を

按
ず
る
に
今
は
保
の
名
山
肥
え
た
り
。
』
と
記
し
て
ゐ

る。
シ
ヲ
ヤ
マ
士
山
雄
山

羽
咋
郡
子
浦
の
東
南
一
帯

の
山
脈
で
あ
る
。
志
乎
山

・
志
保
山
と
も
鶴
〈
。

詳

永
二
年
の
役
に
、
平
軍
の
本
隊
が
供
利
伽
総
に
赴
く

と
同
時
に
、
そ
の
一
支
隊
を
分
か
っ
て
志
却
山
に
向

か
は
せ
、
こ
L
で
線
行
家
の
淑
を
禦
い
だ
が
、
本
院

の
敗
報
を
得
て
返
却
し
た
。

シ
ン
エ

毘
慈
下
野
前
出
専
修
寺
十
代
。
永
苧

シ
ロ
ヲ
ヤ
ソ
ウ
エ
モ
ン
披
尾
屋
惣
右
衛
門

延

貸
元
年
金
海
南
町
の
盲
者
城
尾
屋
惣
右
術
門
と
い
ふ

者
、士
人
の
子
第
を
敬
駿
し
て
山
由
行
令
働
か
し
め
た
。

そ
の

m
nは
、
武
家
出
回
集
に

『
此
者
共
犯
鉛
は
、

遊
興
女
色
に
ふ
け
り
、
過
分
の
金
銀
世
拠
L
、
剰
へ

町
人
M

冊目出
屋
が
巧
に
一
味

L
、
金
鋭
利
潤
の
方
似
、

侍
に
不
似
合
行
政
共
張
行
政
、
右
被
仰
何
者
也
。
』
と

あ
る
に
よ
っ
て
略
知
ら
れ
る
。
こ
の

m刊
は
同
年
十

二
月
館
山出し
、
城
庖
屋
は
直
に
諮
問地
し
た
が
、
三
同

地
餌
鮒
に
於
い
て
滞
士
鶴
見
=
一
未
聞
す
の
鎚
に
波
見
斬

殺
せ
ら
れ
、
そ
の
他
一
味
の
十a

人
に
し
て
死
刑
・疏

刑
以
下
に
腿
せ
ら
れ
た
も
の
サ
一
人
に
強
し
た
。
次

い
で
前
回
綱
紀
は
二
年
二
且
品
目
四
日
自
鎮
の
都
を
以

て
老
臣
に
訓
識
し
、
方
今
大
小
筒
山
断
行
跡
の
正
し
い

者
甚
だ
稀
で
あ
る
か
ら
、
此
の
如
き
徒
諮
を
生
ず
る

の
笛
然
な
る
を
い
ひ
、
政
道
の
宜
し
き
を
得
て
線
化

す
る
こ
と
の
必
要
を
述
べ
た
。

ジ

ロ

ン

キ

自
論
記
一
肌
。
前
凶
光
市
が
流
永

十
九
年
サ
八
歳
の
誌
で
、
部
文
を
以
て
天
地
人
倫
の

逝
を
既
い
た
も
の
で
あ
る
。

四
二
七


